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ー 事前準備

(1) 進行管理システム掲載場所

署法人課税部門イ

No. 画 面 説 明

1 「東京国税局ポータルサ

イト」をダプルクリックす

る。
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に進行管理システムを格

納しているため、当該シス

テムを使用する職員へ配付

する。

口 センター

局企画課内部事務センター化PTから総括・監査グループの主任管理官へ局WANメー

ルにより送付する進行管理システムを、当該システムを使用する職員に配付する。
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2 操作方法

(1) 起動及び終了

イ起動

油
一

1

画面 説明

「進行管理システム」をダ

ブルクリックする。

※ セキュリティの警告が表

示された場合は、「コンテン

ツの有効化」をクリックす

る。

・システムが起動する。

口終了

説明

「終了」ボタンをクリック

してシステムを終了する。
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(2) 基本項目の入力

イ KSK「法人情報照会」メニューの起動

No. I 画面

1 

説明

「認証ポータルサイト」を

ダブルクリックする。

2
 r ログイン画面 ニコ

「ユーザー IDJ及び「パ

スワード」を入力し、ログイ

ンする。

ューザーID‘ :I 
パスワード >:I... — --• 

3
 ログイ

「KSK」をクリック

し、 KSKを起動する。

整理番号 ［ロコ
整理番号（被） ［コー［二ニ］
検索の場合は条件を入力してください．

法人名（カナ）

（澳字）

任意条件

住

完全一致
召

そ□ロ

「法人情報照会」をクリ

ックする。

検索画面の状態にする。

※ センターの場合、基本項

目を入力する署を選択した

後、左図の検索画面の状態

にする。

冒墾冒

昌璽塁l冒堕冒
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ロ入力
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説明

「還付保留法人調査票」（以

下「調査票」という。）を基

に「局署番号」及び「整理番

号」を進行管理システムに

入力し、「追加」ボタンをク

リックする。

※ 「イ KSK『法人情報照

会』メニューの起動」によ

り、自動で入力作業が行わ

れるため、動作が停止する

までは他の操作を行わない

ことに留意する。

・ 処理が完了した旨が表示

される。

※ 入力中にエラーが発生し

た場合は、上記No.1を再度

操作する。

なお、エラーが連続して

発生する場合は、問合せ先

へ連絡する。

• 上段に基本項目が入力さ

れるため、調査票と突合し、

「終了」欄（課税期間至）と

「還付税額」欄の内容を確

認する。

入力内容を訂正する場合

は、次の「ハ訂正・削除J

のとおり訂正する。

・ 消費税の要更正連絡せん

の出力の有無を「要更正連

絡せん」欄で選択する。

・' 



ハ訂正・削除

説明

訂正する事績を選択し、

「訂正・削除」ボタンをク

リックする。

・ 「調査票」を確認しながら

訂正入力した後、「訂正登

録」ボタンをクリックする。

なお、事績を削除する場

合は、「データ削除」ボタン

をクリックする。

また、「還付税額」欄を訂

正する場合は、「一」を頭に

付けることに留意する。

一 複数の課税期間を同時に入力する場合（直近の課税期間以外の課税期間を入力する場合）

画面 1 説明

-5-

【2期分を入力する場合】

「口入力」のNo.1の操

作を 2回行う。

※ 当該操作の結果、直近の

課税期間に係る課税事績が

2行作成される。

そのため、直近の課税期

間に係る入力については次

のNo.2に基づき内容を確

認するとともに、直近の課

税期間以外の課税期間に係

る入力については次のNo.

3~No. 4に基づき訂正入

力する。



説明

直近の課税期間が 2行表

示されるため、 1行目の課

税事績を選択した上で、直

近の課税期間に係る調査票

に基づき、「口 入力」の

No. 3~No. 4のとおり確認

等を行う。

2行目の事績を選択し、

「訂正・削除」ボタンをク

リックする。

・ 直近の課税期間以外の課

税期間に係る「調査票」に

基づき、「課税期間開始」欄、

「課税期間終了」欄、「申告

年月日」欄、「還付税額J欄

など、訂正が必要な項目を

入力した後、「訂正登録」ボ

タンをクリックする。

ホ 新設法人や期中に期間特例を適用した場合等、課税期間が1月、 3月又は 12月以外の場合

-6-

説明

・ 訂正する事績を選択し、

「訂正・削除」ボタンをク

リックする。



【参考】表示項目 ※ 網掛けは自動入力箇所
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説明

,「調査票」を基に課税期間

を確認し、課税期間月数を

訂正する。

※ 入力する課税期間が直近

の課税期間以外である場合

は、上記「二複数の課税

期間を同時に入力する場合

（直近の課税期間以外の課

税期間を入力する場合）」に

記載のとおり、課税期間以

外の項目についても、「調査

票」に基づき訂正が必要な

項目を入力する。



【参考】「KSK法人情報照会」機能

No. I 画面

ー ＂了 迅璃双双涼 帳配坦1~~ー一軍喜メニュ―ー一笠置t●

整理番号 ［：ニコ
・整理番号（被） ［二］ ー ［ロロ］
検索の場合は条仲を入力してください．

法人名（カナ）

（漢字）

任意条件

住

完全一致
g 

説明

2(2)「イ KSK『法人

情報照会』メニューの起

動」と同様の手順により、

KSK「法人情報照会」メ

ニューの検索画面を表示す

る。

巧：ロニロ
量

璽璽冒璽鯛

・ 進行管理システムの「K

SK法人情報照会」ボタン

をクリックすることによ

り、選択した法人に係る法

人情報照会画面が表示され

る。

【参考】「KSK行政指導照会」機能

No. I 画面

1 

説明

「認証ポータルサイト」を

ダブルクリックする。
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油
＿

2 一
E？
…
こ
・

画 面

ログイジ云面

説明

「ユーザー ID」及び「パ

スワード」を入力し、ログ

インする。

ユーザーID

パスワード

: I 

3
 

ログインユーザー・

l --・ -kg-K三--~l
し声声亭皇］碑験更三言ダs|
I 三一ぷ叫 円史翌室三一ーロ□1

「KSK」をクリックし、

KSKを起動する。

「行政指導事績照会」を

クリックする。

検索画面の状態にする。

※ センターの場合、基本項

目を入力する署を選択した

後、左の検索画面の状態に

する。

進行管理システムの「K

SK行政指導照会」ボタン

をクリックすることによ

り、選択した法人に係る行

政指導事績画面が表示され

る。
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【参考】「e-Tax申告書照会」機能

No. 1 画面

1 

□ 
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説明

「e-Tax税務署システム」

をダブルクリックする。

「申告書照会」をクリック

する。

・ 検索画面の状態にする。

・ 進行管理システムの「 e

-Tax申告書照会」ボタ

ンをクリックすることによ

り、選択した法人に係る申

告書照会画面が表示され

る。



(3) 
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説明

調査票を基に、以下のと

おり一を実施する申

告を抽出する。

① 「抽出条件」ボタンをク

リック

② 「署」欄及び「整理番

号」欄を入力

③ 「実行Jボタンをクリッ

ク

• 上段に該当法人の申告が

表示されるため、行を選択

し、下段の一タブ

をクリックする。

月日及び氏名を入力する。
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説明

ータブを選択し

た状態で「画面印刷」ボタン

をクリックし、~
果を出力した上で、調査票

と併せて統括官又は主任管

理官に決裁を仰ぐ。

統括官又は主任管理官

は、上記 1 と同様に、＇~
・結果を表示し、内容を

確認した上で「確認」ボタン

をクリックすることで決裁

終了となる。

※ 「確認」ボタンをクリッ

クすると、各チェック項目

は入力できないようになる

ため、訂正が必要な場合は

「取消」ボタンをクリック

する。

. I-が終了すると、
左図のように決裁日付と決

裁者名が表示されるととも

に、-欄に「済」と表

示される。
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説明

調査票を基に、以下のとお

り一、実施する申告

を抽出する。

① 「抽出条件」ボタンをク

リック

② 「署」欄及び「整理番号」

欄を入力

③ 「実行」ボタンをクリッ

ク

・ 上段に該当法人の申告が

表示されるため、行を選択

した上、下段の一

タブをクリックする。

「受領年月日」欄、「審

査担当」欄及び「審査部

門」欄を入力する。

を基に

ーむ実施し、該当す

るチェックボックスをチェ

ックする。
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9 - タプを選択し

した状態で「画面印刷Jボタ

ンをクリックすることによ

り一を出力し、

及び調査票と

併せて統括官又は消費税専

門官に決裁を仰ぐ。

・ 統括官又は消費税専門官

は、上記 No.1の手順によ

り、一結果を表示

し、内容を確認した上で「確

認」ボタンをクリックする

ことで決裁終了となる。

「確認」ボタンをクリッ

クすると、各チェック項目

は入力できないため、訂正

が必要な場合は「取消」ボ

タンをクリックする。
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説明

一；終了すると、左

図のように決裁日付と決裁

者名が表示されるととも

にl~ 「済」と表
示される。
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説明

消費税還付審査チェック

ソートを使用し、一

を実施した後、書面照会等

の事績を本システムヘ入力

する。

•以下のとおり、一を
実施した申告を抽出する。

① 「抽出条件」ボタンをク

リック

② 「署」欄及び「整理番号」

欄を入力

③ 「実行」ボタンをクリッ

ク

上段に該当法人の申告が

表示されるため、行を選択

し、下段の一タブ

をクリックする。

「受領年月日」欄、「審査

担当」欄及び「審査部門」欄

を入力する。

※ 審査担当者が変更となる

場合は、引継先の部署・担当

者が、「引継年月日」欄、「審

査担当」欄及び「審査部門」

欄を入力する。
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説明

書面照会を実施する都度、

「発送」欄及び「回答」欄を

入力する。

施後、審査担

た後、「申請」ボタンをク

リックする。

※ 「調査」判定の場合、審

査担当者は「理由・メモ」

欄に調査担当部署への引継

（予定）年月日を入力して

から「申請」ボタンをクリ

ックする。

※ 「申請」ボタンをクリッ

クすると、各チェック項目

は入力できないため、訂正

が必要な場合は「取消」ボ

タンをクリックする。

・審査担当者は、一で

作成した消費税還付審査チ

ェックシート、徴求した資

料とともに、調査票、一

■■l及び2次審査結果を
併せて統括官又は消費税専

門官に決裁を仰ぐ。

・ 統括官又は消費税専門官

は、~結果を確認
し、「確認」ボタンをクリッ

クすることで決裁終了とな

る。
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説明

ーが終了すると、左

図のように決裁日付と決裁

者名が表示されるととも

に、一卿こ「済」と表

示される。



(6) 実地調査へ移行した場合の処理

画面

(7) 還付保留中に転出・所管換えした場合の処理

イ 転出・所管換え時の

-20-

説明

_1)  

各判定欄で「調査Jを選択し

て、統括官又は消費税専門

官が「確認」をクリックした

場合、左図のとおり「調」欄

にチェックが入力され、調

査移行処理が行われる。

・ 調査着手した場合は、「転

出調査」タブの「着手年月

日」欄に日付を入力する。

※ 入力後、調査移行ボタン

のクリックは不要。

※ なお、調査移行せず、入

力を取り消す場合は、適宜

のタプのメモ欄に調査移行

しない理由を入力するとと

もに、「転出調査」タブの

「取消」ボタンをクリック

する。

説明

当該事績をシステムから

削除する。

・ 削除する事績の行を選択

し、「訂正・削除」ボタン

をクリックする。

・ 内容を確認し、「データ

削除」ボタンをクリックす

る。



ロ 転出・所管換え時の
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説明

転出・所管換え処理を行

う事績の行を選択し、転

出・所管換え時4・・・・

ックする。

「判定」欄で「還付保留

解除」を指定し、「理由・

メモ」欄に転出又は所管換

えである旨を入力した後、

「申請」ボタンをクリック

する。

審査タブを選択した状態

で「画面印刷」ボタンをク

リックし、審査結果を出力

した上で、調査票と併せて

統括官又は消費税専門官に

決裁を仰ぐ。

※ 決裁に添付した一
は、確実に

転入署又は調査部へ引き継

ぐことに留意する。
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説明

統括官又は消費税専門官

は、入力内容を確認し、「確

認」ボタンをクリックする。

「転出調査」タブの入力

を行う。

「転出調査」タブをクリ

ックし、「転出年月日」欄に

転出日又は所管換えの日付

を入力した上で、「転出」ボ

タンをクリックする。

・ 左図のとおり「転」欄に

チェックが入力される。

• P24「(9) 還付保留解除

入力」を行う。

「保留期間」が「処理

済」となる。

※ 還付保留解除入力によっ

て、システム上は「処理

済」となることに留意す

る。

※ 「保留解除」タブのKS

k保留解除入力「入力日」

欄には転出又は所管換えの

日付を入力することに留意

する。



(8) 還付保留中の法人が転入した場合の処理

画面
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説明

還付保留中の法人の事績

について、転出署から引き

継いだ調査票を基に、 P3

「2 操作方法 (2)基本項

目の入力」の入力作業を行

う。

・ 転出署における還付審査

の内容については、転出署

から引き継いだ各審査タブ

の画面印刷を基に入力す

る。

※ 各審査タプの「受領年月

日」欄には、転入署の消費

税部門（担当）が調査票を

受領したH付を入力するこ

とに留意する。



(9) 還付保留解除入力

-24-

説明

KSKの還付保留解除入

力が完了した後、「保留解

除」タプの「KSK保留解除

入力」の「入力日」欄を入力

し、「解除入力済」ボタンを

クリックする。

※ センター対象署において

はセンター担当者が、セン

ター対象署以外の署におい

ては、消費税等担当者が行

うことに留意する。

左図のとおり、「解J欄に

チェックが付され、解除入

カ日が表示されるととも

に、「保留期間」欄に「処理

済」と表示される。



゜

(11) 検索
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説明

各種検索に当たっては、

「抽出条件」機能を活用す

る。

「抽出条件」ボタンをクリ

ックする。



〇 検索項目
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説明

抽出条件を選択し、「実行

ボタンをクリックする。

なお、検索項目について

は次項のとおりである。



【参考】 抽出データをエクセルヘ表示する方法

画面
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説明

事績が表示されている一

覧部分の左上隅(「 ID」の

左部分）をクリックする。

・ 一覧に抽出されている事

績（表示されていない事績

を含む）が選択されるため、

その状態で「CTRL」キーを押

しながら「C」を押す。

※ 事績がコヒ°ーされた状

態になる。

・ 任意のエクセルにデータ

を張り付ける。

※ 「転出」「調査」「解除」

欄は、進行管理システム

でチェックがある場合は

「TRUE」、チェックが

無い場合は「FALSE」

と表示される。



⑫ 未済事案の管理

イ 未済事案の抽出

（イ） センター対象署以外の署
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説明

【未済事案の抽出】

左記の【抽出条件】を入力

し、「実行」ボタンをクリッ

クすると、抽出日現在の未

済事案が抽出される。

※ 部門ごとに抽出する場合

は、「部門」欄で担当部門を

選択する。

【未済事案の内訳】

未済事項検討表の作成に

当たって、還付保留期間ご

との未済件数を抽出する際

は、左記の【抽出条件】を入

力し、「実行」ボタンをクリ

ックして、抽出された事案

の件数を集計する。

【当月発生件数の抽出】

未済事項検討表の作成に

当たって、当月発生件数を

抽出する際は、左記の【抽出

条件】を入力し、「実行」ボ

タンをクリックして、抽出

された事案の件数を集計す

る。



(n） センター対象署及び消費税専門官（集約担当）
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説明

【当月処理件数の抽出】

・ 未済事項検討表の作成に

当たって、当月処理件数を

抽出する際は、左記の【抽出

条件】を入力し、「実行」ボ

タンをクリックして、抽出

された事案の件数を集計す

る。

説明

【未済事案の抽出】

・ 左記の【抽出条件］を入力

し、「実行」ボタンをクリッ

クすると、抽出日現在の未

済事案が抽出される。

※ 部門ごとに抽出する場合

は、「部門」欄で担当部門を

選択する。

※ 消費税専門官（集約担当）

においては、対象署を選択

し、かつ「 2次受領年月日

開始」欄に「R5.7. 1」を入

力する。
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説明

【未済事案の内訳】

未済事項検討表の作成に

当たって、還付保留期間ご

との末済件数を抽出する際

は、左記の【抽出条件］を入

力し、「実行」ボタンをクリ

ックして、抽出された事案

の件数を集計する。

【当月発生件数の抽出】

未済事項検討表の作成に

当たって、当月発生件数を

抽出する際は、左記の【抽出

条件】を入力し、「実行」ボ

タンをクリックして、抽出

された事案の件数を集計す

る。

※ 集約の試行対象署におい

て4・・・・又庄一
ーの判定欄で「調査」を

選択すると、署の未済分（調

査移行分）を抽出できる。

【当月処理件数の抽出】

未済事項検討表の作成に

当たって、当月処理件数を

抽出する際は、左記の【抽出

条件】を入力し、「実行」ボ

タンをクリックして、抽出

された事案の件数を集計す

る。

※ 集約の試行対象署におい

ては

■の判定欄で「調査」を選択
すると、署の未済分（調査移行

分）を抽出できる。



(II) 消費税専門官（還付審査担当）

（こ） センター
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説明

【未済事案の抽出】

・ 左記の［抽出条件】を入力

し、「実行」ボタンをクリッ

クすると、抽出日現在の未

済事案が抽出される。

※ 対象の署ごとに抽出する

場合は、「署」欄で担当部門

を選択する。

説明

【未済事案の抽出】

・ 左記の【抽出条件】を入力

し、「実行」ボタンをクリッ

クすると、抽出日現在の未

済事案が抽出される。

※ 対象の署ごとに抽出する

場合は、「署」欄で担当部門

を選択する。



ー

①

ー

②

説明

【未済事案の内訳】

・ 未済事項検討表の作成に

当たって、還付保留期間ご

との未済件数を抽出する際

は、左記の【抽出条件】を入

力し、「実行」ボタンをクリ

ックして、抽出された事案

の件数を集計する。

【未済事案の内訳】

・ 末済事項検討表の作成に

当たって、保留期間が2か

月超の末済件数を抽出する

際は、左記の【抽出条件】を

入力し、「実行」ボタンをク

リックして、抽出された事

案の件数を集計する。

【当月発生件数の抽出】

・ 未済事項検討表の作成に

当たって、当月発生件数を

抽出する際は、左記の【抽出

条件】を入力し、「実行」ボ

タンをクリックして、抽出

された事案の件数を集計す

る。
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ロ 長期仕掛理由の入力
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【当月処理件数の抽出】

・ 未済事項検討表の作成に

当たって、当月処理件数を

抽出する際は、以下①及び

②の操作により抽出される

件数を合計する。

①―で還付保留を解

除した事案

・ 左記の【抽出条件】を入力

し、「実行」ボタンをクリッ

クして、抽出された事案の

件数を集計する。

② ~終了し、··
・を署へ引き継いだ事案

・ 左記の【抽出条件】を入力

し、「実行」ボタンをクリッ

クして、抽出された事案の

件数を集計する。


